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研究課題名 AI 化に伴う失業者への新たな職場提供～外国人の生活環境づくりを一例に 

研究成果の概要 

研究目的、研究計画、研究方法、研究経過、研究成果等について記述すること。必要に応じて用紙

を追加してもよい。（先行する研究を引用する場合は、「阪大生のためのアカデミックライティン

グ入門」に従い、盗作剽窃にならないように引用部分を明示し文末に参考文献リストをつけるこ

と。） 

【研究目的】 

本研究では、AI 化による失業者の再雇用先の可能性の一つとして、外国人労働者に対してソーシ

ャル・サポートを行う仕事を検討した。 

近年、急速に AIの利用が進んでおり、それに伴い従来の職業が AIに奪われてしまうという懸念が

広がっている。三菱総合研究所は、AI・ロボットが人間の仕事を代替することにより、2030 年まで

に日本において 740 万人が職を失うと試算している。故に、失われる職から AI 化・ロボット化の影

響を受けにくい職や AI 化・ロボット化により新たに創出される職へ雇用の転換を実現することが重

要であると考えられる。 

一方、厚生労働省と法務省入国管理局によると、2017 年には在留外国人の数が 256 万人、外国人

労働者の数が 128 万人と過去最高になっている。さらに、政府は 2018 年 6月 15 日に閣議決定された

「経済財政運営と改革の基本方針 2018」において、就労を目的とした新たな在留資格を創設するこ

とを明記しており、新たな外国人材の受け入れを拡大する方針を示した。新資格「特定技能」は建

設や農業などの人手不足が深刻な５業種を対象とするものであり、実質的に単純労働者の受け入れ

を認めた。政府はこの方針により、2025 年頃までに 50 万人超の外国人労働者の受け入れ増加を見込

んでいる。その中で、外国人労働者のメンタルヘルス問題や言語の違いによるコミュニケーション

問題はさらに拡大すると考えられる。 

このように、AI 化によって多くの日本人失業者が発生する一方で外国人労働者は増加の一途を辿

るという見通しの中で、本研究ではその失業者の再雇用先の一つとして、外国人労働者に対してソ

ーシャル・サポートを行う仕事がありうるかどうかを検討した。 

 

【研究計画・方法】 

官公庁のデータや先行研究をもとに、AI 化による先 10 年間で見込まれる日本国内の失業者数と失

われる職業を明らかにし、外国人労働者の増加の見込みと、彼らが抱えうる問題について調査す

る。そして、失業者がその問題を解決する職に就くことが可能かどうかを検討し、今後の日本のと

るべき対策について考える。 

 

【研究経過】 

６月は、AI による失業や在留外国人に関する資料や先行研究を読み、問題点をまとめた。7 月は、
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日本の生活における満足点や不満点を問うアンケートを作成し、外国人バーを訪問しアンケートを

とった。しかし、信頼できるデータを得ることができなかったため、外国人の生活環境づくりの職

ではなく、外国人労働者のソーシャル・サポートの職を検討する方向性で進めることとなった。10

月から 12 月にかけては、AI 化による失業者が外国人労働者へのソーシャル・サポートを行う職に就

くことが可能かどうか、失業者の能力とソーシャル・サポートの種類や待遇を調査しながら検討し

た。 

 

 

【研究成果】 

まず、AI による雇用への影響と外国人労働者の流入の今後の見通しについて調査した。 

1. AI 化による影響と今後の見通し 

AI の進歩や、最先端の技術が登用されたロボットの出現により、定型労働、非定型労働問わず人

材を削減し合理化を図る省人化政策が進展しつつある。介護、サービス、営業、販売と様々な分野

でこの政策がとられ得るが、省人化が特に顕著になると考えられるのが、わが国の雇用のボリュー

ムゾーンともいうべき従来型のホワイトカラーの仕事である。事務仕事のようなコンピューターに

よる分析や処理で代替できる職は、今後急速に機械に替わられていくと予想される。経済産業省

「新産業構造ビジョン(2015)」によると、AI 化の影響で減少すると見込まれる従業員数は、2030 年

まででおよそ735万人にも達するとされている。このビジョンでは、省人化対象となる職業を、粗原

料部門、プロセス型製造部門中間財等、顧客対応型製造部門、役務技術提供型サービス部門、情報

サービス部門、おもてなし型サービス部門、インフラネットワーク部門の7部門に区分しているが、

特に役務技術提供型サービス部門（金融・卸売・小売等）においては、283 万人もの失業者数を想定

している。既に AI による省人化を取り入れている企業も多く存在する。三井住友銀行や三菱電機と

いった国内の主要企業全 121社を対象とした毎日新聞の調査（2018）によれば、約 5割の企業が、保

険契約の手続きや情報照会の対応といった業務の AI による代替を進めており、具体的な導入を検討

済みの企業を含めるとその割合は約 7 割にも達している。この割合は、IT 技術の進歩に相まって今

後増々伸びていくと予想される。一方で、AI 化が進行しても代替されないと考えられている要素と

しては、映画の製作、新製品の企画、研究開発に必要な「クリエイティビティー」（創造性）、会

社経営に必要な「マネジメント能力」、介護や保育に必要な「ホスピタリティー」（心のこもった

もてなし）が挙げられている。我々は、対話が重要である外国人労働者に対するソーシャル・サポ

ートという職には「ホスピタリティー」が不可欠であるとし、AI には代替されないという前提をお

いた。 

 

2. 外国人労働者の増加と今後の見通し 

近年、我が国で就労する外国人労働者の数は増加し続けている。厚生労働省の発表によると、そ

の実数は、2007 年に約 39万人であったのに対し、2017 年で約 128万人と、十年余りで三倍に増加し

ている。さらに、政府が 2018 年 6 月に決定した「経済財政運営と改革の基本方針」の原案による

と、政府は人手の確保が難しい5業種に限定し、これらの分野において一定の技能を有し即戦力とな

る外国人材を幅広く受け入れていく意向を示している。また、その数については、政府は 2025 年ご

ろまでに50万人超の受け入れを見込んでいるという。これに基づく入国管理法の改正案は2018年12

月に可決された。政府はさらに、要望のある業界を中心に対応業種を増やしていくことも視野に入

れている。さらなる法改正の可能性は不明だが、いずれにせよ部分的とは言え非高度人材を受け入

れるというのは、戦後の日本の移民政策の大転換を意味し、これまで以上に外国人労働者の数が増

えていくことが予想される。 

 そして、外国人労働者が増加していくという見通しの中で起こると思われるのが、文化や言語の

違いによるコミュニケーション問題とメンタルヘルス問題である。2013 年の横浜市の外国人市民意

識調査では、「日本語の不自由さ」が「困っていることや心配なこと」の中で第一位となってお

り、石川県、福井県、新潟県の在日外国人に対するアンケートでも、日本語問題が生活での不安の

第一位となっている。また、李（2012）によると、外国人労働者は仕事によるストレスや異文化ス

トレスによって精神健康において被害を受けている。現在行われている取り組みとして、NPO 法人に

よるメンタルヘルスに関する保健、医療、福祉支援事業やなどが挙げられるが、 今後それらの支援

が十分に行き届くとは考え難い。ゆえに、新たな外国人へのサポート要員が必要となると考えられ

る。 

先に述べたように、様々な機関が主に事務職における失業者の増加を予測しており、また政府の意
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向により外国人労働者の増加も確実視されている。また、外国人労働者は全くの異文化を持つ国で

仕事をすることとなり、メンタルヘルスやコミュニケーションに問題が生じると考えられる。そこ

で、本研究では事務職に就いていた人々が、外国人のソーシャル・サポートのための職に就くこと

が現実的に可能かどうかを検討した。 

 

3. 検討 

 在日外国人のためのソーシャル・サポートの種類や内容は多岐にわたるが、ソーシャル・サポー

トを行う対象は外国人本人と外国人を雇う企業の二つに大別できる。外国人に対する活動内容とし

ては、就労支援、滞在資格や教育などに関する相談援助、カウンセリングの実施、日本語の教育、

外国人コミュニティーの運営・案内などが挙げられる。一方で、企業に対する活動内容としては、

外国人労働者の斡旋、通訳の派遣、外国人労働者の福祉やメンタルヘルス等についてのガイダン

ス・コンサルタント、講師派遣事業などがある。また、上では外国人を一括りにしたものの、その

種類はいわゆる単純労働に従事する外国人労働者、高度人材、留学生など様々であり、サポートの

対象がどのような外国人なのかによっても求められる能力も変わると考えられる。我々は、これら

の職を求められる言語能力や専門能力などから難易度別に区分した。難度が高い順に、外国人に対

するカウンセリングなど（高度・専門的な職）、日本語講座など（多少の語学力が必要な職）、留

学生に対する就職支援である。 

まず、高度・専門的な職には、企業に対する外国人労働コンサルティングや外国人労働者に対する

カウンセリングなどが含まれる。第一に、外国人労働者に対するカウンセリングであるが、これに

は「メンタルヘルス対策」や「職場における人間関係開発」を主な活動内容に含む産業カウンセラ

ーの資格が必要なことに加え、外国人を相手にするため、高い語学力を求められる場合も多いと考

えられる。産業カウンセラーの資格を取得するには、産業カウンセラー試験に合格しなければなら

ないが、この試験の受験資格を得るには、産業カウンセラー養成講座を修了するか、もしくは、大

学院で心理学関連の所定の専攻を修了し、所定の科目の単位を取得しなければならない。産業カウ

ンセラーの資格取得に必要な期間、受講料は以下のようになっている。 

 

表 1:産業カウンセラーの資格取得に必要な期間、費用等 

 通学制 通信制 e-Learning 

講座内容 

理論講座 36 時間 理論学習（テキストと

練習問題） 

ライブ理論講義 

12 時間 

面接実習 104 時間 面接実習 104 時間 Web 配信講義 

32 時間相当 

在宅研修 40 時間相当 課題レポート 3点 確認テスト 

13 時間相当 

自宅学習 DVD 

9 時間程度 

自宅学習 DVD 

9 時間程度 

在宅課題 28 時間相当 

受講期間 約 7ヶ月 12 ヶ月 個人差あり 

受講料 248,400 円 226,800 円 不明 
(出典：産業カウンセラーになるには・必要な資格・仕事内容・全国の求人)

これらの金銭的・時間的問題を踏まえると、事務職に就いていた失業者が外国人に対するカウンセ

リングを行う職に就くことは現実的でないと考えられる。第二に、企業に対する外国人労働コンサ

ルティングや外国人雇用コンサルティングへの就職について検討した。現在日本には、外国人人材

紹介や外国人労働者の受け入れ体制作りのサポートなどを業務の一部とするコンサルティング事務

所や法律事務所が存在する。前述したカウンセラーを目指す場合とは異なり、コンサルタントにな

るために特定の学歴や資格は必須ではない。しかし、就職市場においてコンサルティング業界は人

気があり、その求人倍率は非常に高いものである。その理由としては、一般的にコンサルティング

業界の給与水準が他業界に比べて非常に高いことが挙げられる。そして、給与水準が高いことは、

上に述べたような外国人労働者に関する業務を含むコンサルティング事務所にもあてはまる。故

に、特定の学歴や資格が必須でなくとも、求人倍率が高く、高学歴であり高い論理的思考力やコミ

ュニケーション能力などを持つ人材が集まりやすいことから、AI 化・ロボット化による失業者にと

ってコンサルタントになることは難しいといえる。 

また、日本語講座についても、該当する失業者が行うことは現状では難しいと結論づけた。その
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理由としては、日本語講師となるためには一定の能力が必要であること、給与水準が低いというこ

とが挙げられる。現在民間の日本語教育機関が出す求人では、基本的には「日本語教師養成講座 420

時間修了者」、「日本語能力検定試験合格者（合格率 20％）」、「大学日本語教育課程 主・副専

攻修了者」のいずれかを満たしていることが応募条件となっている。そして、失業者が外国人労働

者に対する日本語教師になる場合も、この程度の水準が求められることが予想される。さらに、非

常勤日本語教員の年収は 180万円から 200万円前後、常勤教員は 300万円から 350万円ともいわれて

おり、民間企業の年収を下回るため、彼らがこの職に就くとは考えにくい。 

日本での就職を希望する留学生に対して、就活セミナーを開催し、企業採用情報を提供するよう

な団体は数多く存在する。例えば「留学生就職支援ネットワーク」はネットワークに加盟した大学

の留学生と企業との架け橋の役割を果たす。このネットワークは一般社団法人によって運営されて

いるため、全てのサービスが無料で提供される。また，株式会社「ORIGINATOR」によって運営され

る「リュウカツ」は、企業と留学生のマッチングを手助けしており、企業のグローバル化を強力に

サポートしている。この運営元の主な収入源は不動産業であり、留学生に対するサービスは全て無

償で提供されている。他にも、特定非営利活動法人によって運営される「国際留学生協会」や企業

の協賛によって成り立っている留学生就職支援ネット「NAP」などが存在している。これらの活動を

する際の資格としては、TOEFL の点を参考にしている団体も存在するが、必要な能力的にはコンサル

タント、カウンセラー、日本語講師と比較すれば比較的易しいと言える。しかし、2017 年末におい

て、在日外国人における留学生の割合は 10％程度であるため、彼らの支援に必要な人材は比較的少

ないものだと考えられる。 

 

【結論】 

AI 化・ロボット化によって失業した事務職に就いていた人々が、外国人のソーシャル・サポート

のための職に就くことは、現状では難しいという結論に至った。しかし、政府が資格取得支援制度

を確立したり、給与に対する補助金を出したりすれば、可能性は高くなると予想できる。また、現

在の失業者を救済するのではなく、将来的な失業を減らしていくという観点からは、義務教育段階

からの、創造性を高める教育等も取り入れるべきだと考えられる。 
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